
もみじワイエムカードJCB一体型特約
第１条 （本特約の目的）　本特約は、株式会社もみじ銀行（以下「当行」といいます）およびもみじカード株式会社（以下「当社」といいます）
および株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といいます）が発行する「もみじワイエムカードJCB」（以下「本カード」といいます）の発
行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第２条 （本カードの発行・貸与）　1.本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとします。　(1)当行と普通預金取引がある者が、当社
およびJCBが別に定める「JCB CARD会員規約」（以下「クレジットカード規約」といいます）および当行キャッシュカード規定とデビットカー
ド取引規定（以下併せて「キャッシュカード規定」といいます）ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条に定義する本会
員（以下「本会員」といいます）となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し当行、当社およびJCB（以
下「3社」といいます）が承認した場合。　(2)キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、
クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行
の申し込みをし、これに対し3社が承認した場合。　2.前項に基づいて発行される本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、
当行および当社は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします（以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた
者を「一体型会員」といいます）。なお、本カード上には、会員氏名・JCBカード会員番号・JCBカードの有効期限・銀行口座番号等が表示
されています。　3.第1項各号の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能（「キャッシュカード規定」に定められた機
能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます）が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済
口座として届け出るものとします。
第３条 （本カード発行に伴う既存カードの取扱い）　第2条第1項(2)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュ
カード機能は、一体型会員が本カードを利用した時点または3社が一体型カードを発行することを認めた日より2ヵ月経過した日以降の当行
所定の日で失効するものとします。なお、これに伴う不利益・損害等については、3社はいずれも責任を負わないことを承認するものとします。
第４条 （有効期限）　1.本カードの有効期限はカード上に表示した月の末日までとします。　2.3社は、カード有効期限までに、退会の申し出
のない会員で、3社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード（以下「更新カード」といいます）を発行
します。　3.前項に基づいて更新カードが発行された場合において、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュ
カード機能については、更新カードの発行前に保有していた本カード上に表示する有効期限より1ヵ月経過した日以降の当行所定の日に失効
するものとします。なお、これに伴う不利益・損害等については、3社はいずれも責任を負わないことを承認するものとします。
第５条 （本カードの機能）　1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当社およびJCBが発行するクレジットカードとして
の機能（クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます）を、各々の規定・規約および本特約に従っ
て利用することができます。　2.一体型会員は、現金自動支払機（以下「CD」といいます）または現金自動預払機（以下「ATM」といいます）
において本カードを利用する場合には、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本
カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。　3.前項の規定に従わず、
一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基
づく債務についての支払義務を免れないものとします。　4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合におい
て、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用
してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第６条 （本カードの機能停止等）　1.3社は、一体型会員と当社およびJCBとの間のクレジットカード契約および当行との間のキャッシュカー
ド利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。
また、これに伴う不利益・損害等については、3社の故意または過失による場合を除き、3社はいずれも責任を負わないものとします。　(1)
本カードの再発行のため、一体型会員が、3社のうちいずれか1社に本カードを返還した場合。　(2)本カードに関する諸変更手続のため、一
体型会員が、3社のうちいずれか1社に本カードを送付しまたは返還した場合。　(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・
ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。　(4)一体型会員から3社のうちいずれか1社に対して、その貸与された本カードを
紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合。　(5)本カードが、万一ご不在等の理由により不送達となり返却され、3社が定める保管期
間を経過した場合。　(6)一体型会員以外の者によって本カードを利用されている等の不正利用の疑義が生じた場合。　2.一体型会員が本特約
またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当社またはJCBはクレジット
カード機能を一時停止することができるものとし、これに伴う不利益・損害等については、3社はいずれも責任を負わないことを承認するもの
とします。
第７条 （本カードの取扱い）　1.一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を
行わなければなりません。　2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の
注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行および当社にありますので、他人に貸与、譲渡お
よび担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第８条 （決済口座の変更）　本カードの申し込みの際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただし、変更に合理的な
理由があると判断される場合には、この限りではありません。
第９条 （届出事項の変更）　1.一体型会員が3社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、3社所定の方法
により遅滞なく3社に届け出なければなりません。この所定の方法による届け出の前に生じた不利益・損害等につきましては3社はいずれも責
任を負いません。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行のCDまたはATMの暗証番号変更機能によ
り変更手続きを、また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当社およびJCB所定の方法により当社および
JCBに届け出るものとします。　2.前項のうち以下のいずれかの事由による場合においては、一体型会員は本カードを当行に返還するものと
します。なお、この場合には、第12条所定の再発行手続がとられるものとします。　(1)婚姻等の事由により氏名の変更があった場合。　(2)
決済口座の変更があった場合（ただし、変更に合理的な理由があると判断される場合）。
第１０条 （紛失・盗難の届出）　一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を当行に届け
出るとともに、当社またはJCBのいずれか一方に届け出るものとします。
第１１条 （本カードの紛失・盗難による責任と偽造カードが使用された場合の責任の区分）　本カードの紛失・盗難に関する規定については、
キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定に、クレジットカード機能についてはクレジットカード規定によるものとします。
第１２条 （カードの再発行）　1.3社はクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の定めに基づき一体型会員が本カードの再発行を希
望した場合は、3社が審査のうえ原則としてカードを再発行するものとします。この場合、一体型会員は、当行および当社所定の再発行手数料
を支払うものとし、再発行手数料は当行および当社が別途公表いたします（ただし、クレジットカード機能に関する暗証番号変更および一体
型会員の責めによらない破損による再発行の場合を除きます）。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。　2.一
体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を希望する場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要が
あるものとします。
第１３条 （カードの返還および単機能カードの発行）　1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行に本カードを返還する
ものとし、これに伴う不利益・損害等については、3社の故意または過失による場合を除き3社はいずれも責任を負わないものとします。　(1)
クレジットカード規約所定の事由により当社およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合（一体型会
員が任意に退会した場合も含みます）。　(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の
解約等の事由により不能となった場合。　(3)一体型会員が3社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを3社が認めた
場合。　2.(1)前項(1)の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード（以下「単機能キャッシュカー



ド」といいます）の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。　(2)前
項(2)の場合において一体型会員は会員規約に基づくJCBの会員資格も喪失するものとし、クレジットカード機能は継続利用できないものと
します。
第１４条 （カードの回収）　前条第1項(1)の場合において、3社は各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたは
ATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たに単機能キャッシュカードが交付されるま
での期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損害等については、3社の故意または過失による場合を除
き、3社はいずれも責任を負わないものとします。
第１５条 （業務の委託）　1.当行および当社は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。　2.JCBは、前項
の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができるものとします。
第１６条 （情報交換）　1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、必要な保護措置
を行ったうえで3社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。　(1)会員が、3社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、
勤務先等について変更があり、第9条第1項に基づいて3社のいずれかに対して変更の届け出があった場合には、当該届出情報。　(2)第6条
第1項各号、同条第2項、第13条第1項各号、第14条記載の事項。　(3)キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。
　(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。　2.当行、当社、JCBは、第1項により知り
得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。　3.本カードの発行業務を委託するにあ
たり委託業務遂行上必要な範囲で、当行および当社がJCBに対し、またはJCBが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される
当該一体型会員に関する情報を預託します。
第１７条 （特約の優先適用）　本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定またはもみじワイエムカードJCB特約の内容が両立
しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第１８条 （特約の改定）　本特約が改定され、その改定内容を書面その他の方法により通知した後に一体型会員が本カードを利用したときは、
当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。

（TK167200・20160419）

もみじワイエムカードJCB特約
第１条 （名称）　本カードは株式会社もみじ銀行（以下「当行」といいます）ともみじカード株式会社および株式会社ジェーシービー（以下併
せて「JCB」といいます）が提携して発行するもので「もみじワイエムカードJCB」（以下「カード」といいます）と称します。
第２条 （会員）　本特約および別途JCBの定めるJCB CARD会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当行およびJCBが認めた方を会員（以
下「会員」といいます）とし、JCBがカードを貸与します。
第３条 （提供サービスと利用）　1.当行（本条においては当行が提携するサービス提供会社を含みます）が提供するサービスおよびその内容に
ついては、当行が書面またはその他の方法により通知または公表します。　2.会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに
従うものとし、また、会員は、会員がJCBの定めるJCB会員規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行が
会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。　3.当行が必要と認めた場合には、
当行はサービスおよびその内容を変更することがあります。　4.会員は、当行が提供するサービスを受ける場合、当行所定の方法により利用
するものとします。
第４条 （会員情報の取扱いおよび開示・訂正・削除）　1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」といいます）は、当行が会員
等の個人情報（本項(1)に定めるものをいいます）につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取扱うことに同意します。　(1)当行
のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報（以下「個人情報」といいます）を収集、利用すること。　①氏名、生年月日、住所、
電話番号等、会員等が入会申込時および第5条において会員が届け出た事項。　②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容。　③本カー
ドの利用内容（第6条において共有する情報）。　(2)宣伝物の送付等当行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、
会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止は当行本支店の
窓口に申し出るものとします。）　(3)当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託す
ること。　2.会員等は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。（開示の請求は当行本支店の窓口に申
し出るものとします。）万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとし
ます。
第５条 （届出事項の共有）　会員が、当行またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当行または
JCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について当行およびJCBの間で共有することに、会員は予め
同意するものとします。
第６条 （利用内容の共有）　1.会員は、当行が会員に対して会員の本カードの利用内容に応じた当行商品の優遇サービス等、当行のサービスを
提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCBと当行において共有することに予め同意するものとします。　2.会員は、
JCBが会員に対して会員の当行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、会員
の当行の取引内容を、当行とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開示、訂正、削除
の申し出は、JCB CARD会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
第７条 （会員資格の喪失）　会員がJCBの会員資格を喪失した場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。

（TK167201・20160419）

EXTAGEカード特約
第１条 （定義）　1.本特約に基づきカード発行会社（以下「当社」といいます。）および株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といい、当社
とJCBを併せて「両社」といいます。）が会員に対し発行・貸与するカードを、「JCB GOLD EXTAGE」または「JCB CARD EXTAGE」（以
下併せて「EXTAGEカード」といいます。）といいます。　2.本特約、両社が別途定める会員規約（個人用）（以下「会員規約（個人用）」と
いいます。）およびMyJ関連規定類を承認のうえ申し込まれた方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をEXTAGEカード会員といいます。
　3.本特約において用いられる用語は、本特約において別段の定めがない限り、会員規約（個人用）、両社が別途定めるMyJCB利用者規定、
J/Secure(TM)利用者規定またはMyJチェック利用者規定における意味を有するものとします。なお、本特約において、MyJCB利用者規定、
J/Secure(TM)利用者規定およびMyJチェック利用者規定を総称して、「MyJ関連規定類」といいます。
第２条 （ご利用代金明細の確認方法）　EXTAGEカードの入会をもって、EXTAGEカード会員は、MyJチェック利用者規定所定のMyJチェッ
クサービス（以下「MyJチェックサービス」といいます。）の利用を両社に申請し、両社からその承認を得たものとみなします。MyJチェッ
ク利用者規定に基づき、本会員に対し原則としてご利用代金明細書は送付されないものとします。本会員は、MyJCBによってご利用代金明細
を確認することができます。
第３条 （EXTAGEカードの年会費）　本会員は、当社が通知または公表するEXTAGEカードの年会費（家族会員の有無・人数によって異なり
ます。）を毎年支払うものとします。
第４条 （カード発行手数料）　本会員は、前条に定めるEXTAGEカードの年会費のほかに、EXTAGEカードのカード発行手数料（本会員およ
び家族会員1人あたり2,200円（税込）となります。）を当社に対し支払うものとします。ただし、本会員または家族会員がEXTAGEカード
の入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している場合（EXTAGEカードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有してい
る会員を、以下「継続会員」といいます。）には、当社は、本会員に対し、当該継続会員に係るEXTAGEカードのカード発行手数料の支払い



を免除します。
第５条 （EXTAGEカード付帯サービス）　EXTAGEカード会員は、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者（以下「サービス提
供会社」といいます。）が提供するEXTAGEカード付帯サービスおよび特典（以下併せて「EXTAGEカード付帯サービス」といいます。なお、
EXTAGEカード付帯サービスは、会員規約（個人用）所定の付帯サービスとは異なります。）を当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方
法により利用することができます。EXTAGEカード付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表
します。
第６条 （EXTAGEカード更新時の取り扱い）　1.EXTAGEカードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。EXTAGEカー
ドの有効期限が満了した場合、第2項に基づきJCBゴールドカードまたはJCB一般カードがEXTAGEカード会員に対して発行されたか否か
を問わず、EXTAGEカード付帯サービスは終了し、かつ本特約は失効します。　2.両社は、前項の有効期限までに退会の申し出のない
EXTAGEカード会員で、両社が審査のうえ会員と認める方に対し、JCBゴールドカードまたはJCB一般カードを発行します。この際、JCB 
GOLD EXTAGEの発行を受けていたEXTAGEカード会員に対してはJCBゴールドカードが発行され、JCB CARD EXTAGEの発行を受けて
いたEXTAGEカード会員に対してはJCB一般カード（当該JCBゴールドカードまたは当該JCB一般カードを併せて以下「更新後カード」と
いいます。）が発行されます。なお、更新後カードが発行された場合、EXTAGEカードの有効期限の満了後においても、会員規約（個人用）（そ
の後の変更を含みます。）およびMyJ関連規定類（その後の変更を含みます。）ならびにこれらに基づく権利義務（MyJチェックサービスを含
みますが、これに限られません。以下本項において同じです。）は、更新後カードに係る契約およびこれに基づく権利義務として有効に存続し
ます。　3.更新後カードの年会費は、別途当社が通知または公表するJCBゴールドカードまたはJCB一般カードの年会費となります。
第７条 （本特約の改定）　将来本特約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後にEXTAGEカード会員がEXTAGEカー
ドを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。
第８条 （適用関係）　本特約に定めのある事項については本特約が優先し適用され、本特約に定めのない事項であってMyJ関連規定類に定めの
ある事項についてはMyJ関連規定類の定めが優先し適用され、本特約およびMyJ関連規定類に定めのない事項については会員規約（個人用）
が適用されます。

カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
（TK300000・20200331）


